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１．日   時 令和７年１０月２０日 午前１０時００分  
       

２．場   所 能代市役所新庁舎 会議室９、１０  

       

３．出席委員      

  議席番号 氏  名 議席番号 氏  名  

  １ 佐々木 英樹 １１ 渡部 正人  

  ２ 舛谷 雅弘 １２ 工藤 次雄  

  ３ 佐々木 力    

  ４ 飯坂   司 １４ 菊池  正  

  ５ 佐々木 一也 １５ 伊藤 一美  

  ６ 伊藤 隆一 １６ 大鐘 正彦  

  ７ 大髙 清勝 １７ 佐々木博子  

  ８ 菊地 勝美 １８ 安井 鐘美  

  ９ 佐藤 敏彦 １９ 平川 義市  

  １０ 袴田  謙      

           

           

       

４．欠席委員 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名  

  １３ 大髙 富子    

       

       

       

       

５．事務局出席者 職    名 氏      名  

  事 務 局 長 佐藤 栄一  

  係 長 水谷  亮   

  主 任 菊地 勇太  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

６．案  件 

 議 案 番 号 

 ３９ 

 ４０ 

 ４１ 

 ４２ 

報告事項１ 

報告事項２ 

報告事項３ 

報告事項４ 

報告事項５ 

 

 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定による許可申請について 

農地転用事業計画変更承認申請について 

農業委員会の法令順守の申し合わせ決議について 

土地改良事業参加資格の承認の申出の専決処分について 

許可不要の農地転用について 

農地法第１８条第６項の規定による通知について 

地目変更登記に係る照会に対する回答について 

非農地証明申請に対する回答について 

７．会議の概要 

 

 

事 務 局 

 

 

 

（開 会） 

 

ただ今から能代市農業委員会総会を開会いたします。 

欠席の届出がありますので、ご報告いたします。 

１３番 大髙 富子 委員の１名です。 

１９名中１８名の出席となっており、出席委員は定足数に達しておりま

す。 

それでは、平川会長からご挨拶と総会の議長と進行をお願いいたします。 

                    

議   長 

 

 

事 務 局 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

それでは会議に入ります。 

始めに、前回の会議以降の会務報告を事務局より願います。 

                        

（事務局説明） 

 

ただ今の報告について、ご質問等ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので会議を進めます。 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

次に、議事録署名委員の選出ですが、慣例に従い当方より指名したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議がないようですので、当方より指名いたします。 

議席番号１７番 佐々木 博子 委員と議席番号１６番 安井 鐘美 委員

の両名にお願いします。 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

それでは、議案第３９号 農地法第３条の規定による許可申請についてを

議題とします。事務局の説明を願います。 

 

１ページをお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３９号 農地法第３条の規定による許可申請書の提出があったた

め、承認するため提案します。 

 申請内容は、所有権移転が１件で、申請土地の面積は、田が１，０１４㎡

です。 

 内容についてご説明しますので、次のページをお願いします。 

整理番号１は所有権移転で、申請土地は比八田字東田表・・・・・、地目

は田で、面積・・・・・・です。価格・・・・・・・で、移転事由は経営拡

張となっています。  

 以上、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

 

れでは、質疑に入りますが、議事参与がありますので、１２番 工藤 次

雄 委員は暫時ご退席願います。 

 

 （工藤委員退席） 

 

それでは、質疑に入ります。何かご質問等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第３９号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、議案第４０号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題

とします。事務局の説明を願います 

 

議案第４０号 農地法第５条の規定による許可申請書の提出がありました

ので、意見を付すためご提案いたします。 

３ページをお願いします。 

農地転用許可申請は、所有権移転が１件で、譲渡人が１人、譲受人が１人

です。申請土地の面積は、田が２，４２４㎡です。 

４ページをお願いします。 

所有権移転 整理番号１ 申請地は字高塙・・・・・・、地目は田、転用

面積・・・・・・・・です。売買価格・・・・・・・・、申請事由は・・・ 

・。都市計画の用途地域が第１種中高層居住専用地域に指定されている農地

であることから、第３種農地となります。 

５ページをお願いします。申請地の位置図になります。 

申請地は、・・・・・・・・・約１００ｍの所にあり、東側は市道、北側

は住宅、南側は店舗敷地、西側は店舗駐車場に囲まれた、現在は耕作してい

ない田です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

菊池正委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議  長 

 

６ページをお願いします。土地の利用計画図です。 

申請者・・・・・を主な業務としており、申請地付近は大型商業施設が充

実しており、申請地近辺での住宅需要が高まっていることから、・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・しようとするものであります。 

事業計画では、申請地に最大５３ｃｍほどの盛土を行い、・・・・・・す

るとともに、敷地内に・・・・・、地中に給排水管を埋設。汚水及び生活雑

排水は公共下水道へ接続。雨水排水は宅内浸透処理及び道路側溝を新設して

流すこととしております。また、申請地脇には農業用用水路が設置されてお

りますが、被害防除措置を取ったうえで施工する計画である事を確認してお

ります。 

事業費につきましては、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・によ

り事業資金があることを確認しております。 

また、土地改良区からは、当転用許可申請について異議はないとの意見書

が付されております。 

説明は以上です。 

よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

本案は現地調査を行っておりますので、その報告をお願いします。 

 

議案第４０号 農地法第５条の規定による許可申請について１０月６日

（月）現地調査班第５班、１３番大髙 富子委員、１５番 伊藤 一美委

員、事務局と私の４人で現地調査を行いましたので、その結果をご報告いた

します。 

所有権移転 整理番号１の現地は、宅地に囲まれた耕作されていない田で

した。転用予定地の境界は明確で、事前着工はありませんでした。 

また、農業用用水路及び周辺の土地への影響もない計画であることを確認

してきました。 

以上、ご報告いたします。 

 

事務局の説明と現地調査の報告が終わりましたが、何かご質問等はありま

せんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第４０号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、議案第４１号 農地転用事業計画変更承認申請についてを議題とし

ます。事務局の説明を願います。 



 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

佐藤敏彦委員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

佐藤敏彦委員 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

議案第４１号 農地転用事業計画変更承認申請書の提出がありましたの

で、意見を付すためご提案いたします。 

７ページをお願いします。 

農地転用事業計画変更承認申請は１件で筆数は１筆,面積は田が７５０㎡で

す 

８ページをお願いします。 

また、議案第４１号別紙もご覧ください。 

別紙１－２は計画変更前、別紙１－３は計画変更後の土地利用計画図で

す。また、それぞれの裏面には断面図も記載しております。 

農地転用事業計画変更の内容についてでありますが、本件は令和７年７月

２２日付けで事業所隣地・・・・・・・のため転用許可をしておりました。 

当初の計画では、擁壁工事を行ったうえで２．１ｍ土盛りを行い、・・・ 

・・・・・・・・・・・にする予定でした。この転用申請の際には、特定盛

土規制法に係る許可申請も同時に行っておりましたが、この規制法の許可基

準を満たすためには更なる工事費用が掛かることが判明し、やむなく施工内

容を変更することとなったとのことです。 

変更後の施工内容ですが、擁壁を設置せず、２０ｃｍほどの砕石敷きで均

し、転圧をかける程度とし、・・・・・・・・・・・・・・・・へ変更する

とのことです。転用の用途に変更はありません。 

説明は以上です。 

よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

それでは、質疑に入ります。何かご質問等はありませんか。 

 

整理番号１番について、既に転用許可はされていますが、事業計画変更の

ための事業計画変更承認申請は必要なのでしょうか。 

 

既に転用許可はしていますが、これは当初計画に対しての転用許可であ

り、今回は施工方法の根本的な変更でありますので、改めて農地転用事業計

画変更承認が必要となります。 

 

わかりました。 

 

他にご質問はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第４１号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 



 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

舛谷雅弘委員 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

 

次に、議案第４２号 農業委員会の法令順守の申し合わせ決議についてを

議題とします。事務局の説明を願います。 

 

９ページをお願いいたします 

議案第４２号 農業委員会の法令順守の申し合わせ決議（案）について、

決議を求める内容について、ご説明いたします。 

今年度、他県において農地利用最適化推進委員による農地への不法投棄に

伴う逮捕・起訴や農業委員会事務局職員による虚偽有印公文書作成などの不

祥事が発生いたしました。行政委員会である農業委員会は、法令遵守による

公正・公平な職務遂行、とりわけ農地制度の適正執行に努めなければなりま

せん。 

全国農業会議所が主催する全国農業委員会会長代表者集会や全国農業委員

会会長大会において「綱紀保持の取り組みの徹底」の申し合わせを決議した

ところであります。 

これらのことを踏まえ、秋田県農業会議でも県内各農業委員会が、法令遵

守の姿勢を明確にするよう、申し合わせ決議をするように要請されたもので

す。 

ご提案する決議案は別紙のとおりです。 

決議案を読み上げさせていただきます。別紙をご用意ください。 

私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関で

ある農業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農

地利用の最適化を実現する責務を負っている。 

特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接する

ことも多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底しな

ければならない。 

私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令遵

守を徹底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。 

１．農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正

に農地制度を運用すること。特に、農業委員会法第31条の議事参与の制限、

同第33条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確

保すること。 

２．農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法

令遵守を徹底するための研修等を実施すること。 

説明は以上です。 

よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

それでは、質疑に入ります。何かご質問等はありませんか。 

 

今後、法令順守に関する研修の機会は設けるのか。 

 

農業委員、農地利用最適化推進委員が集まる機会にあわせ改めて申し合わ

せ決議を説明し、研修としたいと考えています。 

 

他にご質問はありませんか。 

 



 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第４２号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、報告事項１土地改良事業参加資格の承認の申出の専決処分について

を議題とします。事務局の説明を願います。 

 

報告事項１ 土地改良法第３条第１項第２号の規定による土地改良事業参

加資格の交替の申出がありましたので、承認することとし、能代市農業委員

会規程第１１条第１項の規定により専決処分をしましたので、同条第２項の

規定により報告するものです。 

土地改良法の規定により、土地改良事業の参加資格につきましては、原

則、土地改良事業区域内の農地の耕作者が参加資格を持つことになっており

ますが、所有権以外の権利に基づいて耕作する場合については、農地の所有

者から農業委員会へ対し、土地改良事業に参加すべき旨の申し出があり、農

業委員会がその申し出を承認したときは、参加資格は所有者へ交替されるこ

ととなっております。 

これらの手続については、土地改良法施行令第１条の３第２項の規定によ

り、資格交替の申出が農業委員会に提出された場合、農業委員会は７日以内

に申出を承認するか否かを決定し、承認した場合はすみやかにその旨を公告

しなければならないことになっております。 

本申出は令和７年９月２６日に提出があり、その７日後は１０月３日にな

ることから、その間に総会を開催し、議決を経ることは間に合わない案件で

ありましたので、能代市農業委員会規程第１１条第１項に基づき、９月２９

日に専決処分を行い、翌３０日に公告しております。 

１１ページをお願いいたします。 

資格交替の申出件数は１件で、現資格者、新資格者はともに１人、申出土

地は田で面積は２０，２５８㎡です。 

１２ページには農地の詳細を記載しております。 

申出のあった農地は、・・・・・・・・・貸付されているため、土地改良

事業の参加資格は、本来は耕作者の・・・・・・・・が持つことになります

が、土地改良事業の円滑な推進や圃場整備後の管理・運営上の観点から、所

有者が土地改良事業に参加するため、この度、耕作者から所有者への参加資

格の交替の申し出があったものです。所有者と耕作者はこの件について合意

しており、・・・・・・・・との調整も済んでいることから、承認すること

を妥当と判断したものです。 

報告は以上です。 

 



 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問がないようです。 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

次に、報告事項２ 許可不要の転用についてを議題とします。事務局の説

明を願います。 

 

報告事項２ 許可不要の農地転用について、届出がありましたので報告い

たします。 

１３ページをお願いいたします。 

報告事項１ 許可不要の農地転用について届出がありましたので報告いた

します。 

届出のあった件数は３件７筆で、面積は田が１０，０６０㎡の内２，６６

７.７６㎡、畑が３，４５９㎡の内６９３．２０㎡、合計１３，５１９㎡の内

３，３６０．９６㎡です。 

１４ページをお願いします。 

整理番号１は非常災害による応急対策であるため、届け出ではなく、市都

市整備部道路河川課からの連絡により対応した案件となります。 

転用内容は、令和７年９月に発生した大雨により被災した天内川沿いの市

道について、応急対策として隣接する農地を迂回路用地として転用しようと

するものです。連絡のあった土地は天内字天内沢出口・・・・、転用面積

は・・・・・㎡です。一時転用の期間は令和７年９月１９日からで、終期は

市道の復旧工事が終了するまでの間となります。 

位置図は １６ページ、土地利用図は １７ページに記載しております。 

整理番号２ 届け出のあった転用事業は、秋田県が実施する常盤川の河川

災害復旧工事のため、農地の一部を工事用車両の転回場として利用しようと

するものです。届け出のあった土地は、常盤字太田面・・・・、転用面積

は・・・・・・・・・・・・・・㎡、一時転用の期間は令和７年１０月２０

日から令和８年１１月３０日です。 

位置図は１８ページ、土地利用計画図は１９ページに記載しております。 

１５ページをお願いします。 

整理番号３、届け出のあった転用事業は、・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・に伴い、その周辺の農地を一時的に利用しよ

うとするものです。届け出のあった土地は、向能代字上野越・・・・・、転

用面積は、田が・・・・・・・・・・・・・・㎡、畑・・・・・・・・・・ 

・・・・・㎡、一時転用の期間は令和７年１０月１日から令和８年３月３１

日です。 

位置図は２０ページ、２１ページに記載しております。 

報告は以上です。 

 

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。 

 



 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なしの声） 

 

ご質問がないようです。 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

次に、報告事項３ 農地法第１８条第６項の規定による通知についてを議

題とします。事務局の説明を願います。 

 

（説明省略の声)   

 

説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議が無いようですので説明を省略させていただきます。 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

次に、報告事項４ 地目変更登記に係る照会に対する回答についてを議題

とします。事務局の説明を願います。 

 

（説明省略の声)   

 

説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議が無いようですので説明を省略させていただきます。 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

次に、報告事項５ 非農地証明申請に対する回答についてを議題としま

す。事務局の説明を願います。 

 

７ページをお願いします。 

報告事項５ 非農地証明に対する回答について、所有者より非農地証明申

請があったため、１０月６日に第５班の大髙富子委員、菊池正委員、伊藤一

美委員の３名及び私の計４名で現地調査を行い、申請地が農地法第２条第１

項の農地に該当しないと判断し、非農地通知しましたので報告いたします。 

非農地証明申請は１筆で、申請土地の地目は畑で、面積は１，０３８㎡で

す。 

２８ページをお願いします。 

整理番号１ 申請地は能代市浅内字船沢・・・・・・、登記及び現況地目

は畑、非農地とする面積・・・・・・㎡です。 

申請位置は・・・・・・南東へ約２５０ｍにある農地です。所有者による

と、相続時点の５０年以上前から耕作しておらず、現在に至っているとのこ

とです。 



 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

現状は雑木等が繁茂していたことから、非農地と判断しました。 

報告は以上です。 

 

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問がないようです。 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

続いて、その他に入ります。事務局から説明願います。 

 

・今後の行事予定について 

・秋田県農業委員会大会について 

・全国農業新聞購読料改定について 

 

委員のみなさん方から何かありませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 ないようですので以上を持ちまして総会を閉じたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    終了 午前１１時００分 

 

 

議 長 

 

 

議事録署名委員 

  

１７ 番 

  

 

１８ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


